
　　開　　会 10:00 ～ 10:40

会長選出

会長代理指名

議事録署名委員の指名

諮問 10:40 ～ 11:10

事業概要説明

　　一般国道３１３号道路改築事業（北条倉吉道路（延伸））

質疑 11:10 ～ 11:20

　　一般国道３１３号道路改築事業（北条倉吉道路（延伸））

事業概要説明 11:20 ～ 11:50

　　水貫川河川改修事業（水貫川排水機場）

質疑

　　水貫川河川改修事業（水貫川排水機場） 11:50 ～ 12:00

　　閉　　会

　　現地調査
　　一般国道３１３号道路改築事業（北条倉吉道路（延伸））

13:00 ～ 13:20

　　水貫川河川改修事業（水貫川排水機場）

14:30 ～ 14:50

令和２年度　第１回鳥取県公共事業評価委員会　　日程
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所　　　　属 氏　　　　　名

委　員 　　猪　迫　　耕　二

　　塩　沢　　健　一

　　桑　野　　将　司

　　仲　村　　美　枝

    川　原　　康　寛

　　唐　澤　　重　考

　　岸　田　　いずみ

　　藤　内　　千　春

　　村　江　　利　津

小計　9

説明者

　道路建設課 　　米谷　浩一　　課長

　河川課 　　池田　典男　　課長

小計　2

控え席

　道路建設課 　　田中　邦裕　　係長

　　〃 　　岡田　晋吾　　土木技師

　河川課 　　前田　崇文　　係長

　　〃 　　小倉　政利　　土木技師

  中部総合事務所計画調査課 　　石賀　祐二　　課長

　　〃 　　中口　寛　　　課長補佐

　　〃 　　菊留　傑　　　係長

　　〃 　　米村　和浩　　土木技師

　米子県土整備局計画調査課 　　米増　俊文　　課長

　　〃 　　白根　貴之　　課長補佐

　　〃 　　林原　龍之介　係長

小計　11

事務局

　会計管理局 　　神庭　伸子　　会計管理者

　　　〃　　　工事検査課 　　林　　親生　　課長

　　　〃　　　　　〃 　　井上　嘉之　　検査専門員

　　　〃　　　　　〃 　　佐々木　寿　　検査専門員

　　　〃　　　会計指導課 　　前場　大輔　　課長補佐

小計　5

合計　27

令和２年度　第１回鳥取県公共事業評価委員会　出席者名簿
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会場：中部総合事務所１号館A棟２階　講堂　

プロジェクター

説明者

川原委員

猪迫委員

唐澤委員
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                                  令和２年９月１日 
                                                        会計管理局工事検査課 
 
 

    鳥取県公共事業評価委員会における事業評価の考え方 
 

 
 

 
     事 前 評 価     

 
      再  評  価     

 
 
 
対  
象  
事  
業 

 
 
 

 
 事業種別 

 
県が実施しようとする公共事業 

 
県が現に実施している公共事業 

 
 
 
 該当要件 
 
 
 
 

 
① 全体事業費が概ね１０億円以

上の事業 
 
 
 
② その他知事が特に必要と認め

る事業 

 
① 農林水産省、国土交通省及び経

済産業省が所管する国庫補助事

業の うち一定期間を経過した

もの（詳細は要綱別表参照） 
   
② その他社会情勢の変化等により

知事が必要と認める事業 
 
 
  評価の視点 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
○事業計画の合目的性 
 
○事業内容等の適切性 
  ・ルート案 
  ・代替案  等 
 
○事業コスト縮減の取組 
 
○環境への影響、配慮 
  ・環境への対応 等 
 
※透明性・客観性の確保のための 

の評価であり、必要性、優先劣 

後の評価は、原則として行わな 

い。 
 

 
○事業の必要性 
  ・社会情勢の変化 
  ・事業の投資効果 
  ・事業の進捗状況 等 
 
 
○コスト縮減や代替案検討の 

可能性 
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      令和２年度 鳥取県公共事業評価委員会 日程（案） 
 

 
 回 

 
日   時 

 
場  所 

 
内    容 

 
第１回 
(本日) 

 
 
 
 
 
 
 

 
令和２年９月１日（火） 

         
 
 
 
 
 
 
 

 
○中部総合事務
所講堂 
 
○現地 

北栄町 
米子市 

 

 
○会長選出ほか 
○事業概要説明 
 ＜再評価・現地調査＞ 
 ・国道 313 号（北条倉吉道路） 
  ・水貫川 

 
第２回 

 
 
 
 
 
 

 
令和２年 10 月初旬 

    ～中旬頃    
 
 
 
 
 
 

 
○県庁 
 
 

 
○調査審議 
 ＜再評価＞ 
 ・国道 313 号（北条倉吉道路） 
  ・水貫川 

 
第３回 

【予備】 
 
 
 

 
令和２年 11 月頃 

 
 
 

 
○県庁 
 
 
 

 
○調査審議 
 ＜再評価＞ 
 ・国道 313 号（北条倉吉道路） 
  ・水貫川 

 
答 申 

 
 
 
 

 
令和３年 1 月頃 
 
 
 
 

 
○県庁 
 
 
 
 

 
○答申 
 ＜再評価＞ 
 ・国道 313 号（北条倉吉道路） 
  ・水貫川 

 
    ＊第２回の日程は、別途調整させていただきますのでよろしくお願いします。 
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                    鳥取県公共事業評価委員会条例 
 

平成 15 年 3 月 18 日 
鳥取県条例第 8 号  

(設置) 
第１条 公共事業のうち、県が現に実施しているもの及び境港管理組合が現に鳥取県内で実

施しているものにあってはその費用及び効果について、県が実施しようとしているものに

あってはその計画の妥当性について、それぞれ客観的な評価を行うとともに、公共工事の

実施方法等に関する提言を行い、もって公共事業の効果的、効率的かつ適正な執行を図る
ため、鳥取県公共事業評価委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

(所掌事務) 
第２条 委員会は、知事の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。 

(１) 実施中又は実施前の公共事業の評価に関すること。 
(２) 公共工事の費用の縮減に関すること。 
(３) 公共工事における環境配慮物品(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法

律(平成 12 年法律第 100 号)第 2 条第 1 項第 1 号及び第 2 号に掲げる物品をいう。)の使
用その他の環境への配慮に関すること。 

(4) その他公共事業に関し、客観的な評価又は検討が必要であると認められる事項 
(組織) 
第３条 委員会は、委員 10 人以内で組織する。 
(委員) 
第４条 委員は、公共事業に関し、知識又は経験を有すると認められる者のうちから、知事

が任命する。 
２ 委員の任期は、2 年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
３ 委員は、再任されることができる。 
(会長) 
第５条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 
２ 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。 
３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がそ

の職務を代理する。 
(会議) 
第６条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 
２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 
３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 
(意見の聴取等) 
第７条 委員会は、必要があると認めるときは、議事に関係を有する者に対して、出席を求

めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 
(委員の除斥) 
第８条 委員は、自己又は 3 親等以内の親族の利害に関係のある事項については、議事に加

わることができない。 
(秘密保持義務) 
第９条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様と

する。 
(雑則) 
第 10 条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。 
   附 則 
  この条例は、公布の日から施行する。 
   附 則(平成 17 年条例第 36 号) 
  この条例は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。 
   附 則(平成 18 年条例第 11 号) 
  この条例は、公布の日から施行する。 

                      ８ 



鳥取県公共事業評価実施要綱 
 
（目的) 
第１条 この要綱は、公共事業の評価（以下「評価」という。）に関して必要な事項を定 

めることにより、公共事業の透明性をより一層高めるとともに、効率的、経済的な執行 
を図ることを目的とする。 

 
（評価の種類) 
第２条 評価は、事前評価及び再評価により実施するものとする。 
 
（事前評価の目的) 
第３条 事前評価は、事業計画の策定段階において、当該事業の内容の妥当性を検証し、 

情報公開することにより公共事業の効率性、客観性、透明性を確保することを目的とし 
て実施するものとする。 

 
（事前評価の対象事業） 
第４条 事前評価の対象事業は、県が実施しようとしている公共事業のうち、以下の各号 

のいずれかに該当するものとする。 
 （１）全体事業費が概ね１０億円以上の事業（災害復旧事業等緊急に実施する必要があ

る事業及び既存構造物の機能維持を目的とする補修等の事業（当該補修等以外の付加
工事に係る事業費が１０億円以上の場合を除く。）並びに建築事業を除く。） 

 （２）その他知事が特に必要と認める事業 
 
（再評価の目的) 
第５条 再評価は、事業着手から一定期間が経過した事業等を対象に、社会情勢の変化等 

を踏まえた評価を行い、その結果に基づき必要な見直しを行うこと等により、公共事業 
の効率的・効果的な執行及び透明性の確保を目的として実施するものとする。 

 
（再評価の対象事業) 
第６条 再評価の対象事業は、県が現に実施している公共事業のうち、以下の各号のいず 

れかに該当するものとする。 
 （１）農林水産省、国土交通省及び経済産業省が所管する国庫補助事業のうち別表に掲

げる事業 
 （２）前号に掲げるもののほか、社会情勢の変化等により知事が必要と認める事業 
 
（公共事業評価委員会への諮問） 
第７条 知事は、第４条又は第６条の対象事業の評価に当たって第三者の意見を求めるた 

め、鳥取県公共事業評価委員会条例（平成 15 年鳥取県条例第８号）第１条に規定する
鳥 取県公共事業評価委員会（以下「委員会」という。）に諮問するものとする。 

２ 知事は、前項の諮問をしようとするときは、事業の概要及び評価に必要な資料を提出 
しなければならない。 

 
（委員会での審議等） 
第８条 委員会は、知事から事前評価の諮問を受けた事業について、原則として全事業を 

対象として、その計画の妥当性について調査審議する。 
２ 委員会は、知事から再評価の諮問を受けた事業のうち、事業の進捗状況、事業を巡る 

社会経済情勢の変化等を勘案して、検討を要すると認めた事業を対象として、客観的な 
費用対効果の評価を踏まえ、継続、休止又は中止等の方針について調査審議する。 

３ 委員会は、前２項の審議結果を知事に答申するものとする。 
 
（委員会答申の尊重） 
第９条 知事は、前条第３項の答申があったときは、できる限り尊重するものとする。 
 
 
 

９ 



（その他） 
第 10 条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は知事が別に

定める。 
 
   附 則 
（施行期日） 
１ この要綱は、平成 18 年７月 28 日から施行する。 
 
（鳥取県公共事業再評価実施要綱の廃止） 
２ 鳥取県公共事業再評価実施要綱（平成 14 年６月 12 日制定）は廃止する。 
 
（施行期日） 
３ この要綱は、平成 21 年 12 月３日から施行する。 
 
（施行期日） 
４ この要綱は、平成 24 年８月 31 日から施行する。 
 
（施行期日） 
５ この要綱は、平成 29 年３月 17 日から施行する。 
 
別 表（第６条関係） 

再評価の対象とする事業 

所 管 

省 庁 
事 業 の 状 況 

 
農 
林 
水 
産 
省 

 

 

 
農林水 
業野産 
農公関 
村共係 
整事公 
備業共 
事 事 
業 業 

 等 

 
１ 事業採択後５年を経過した後も未着工の事業 
２ 事業採択後 10 年を経過している継続中の事業 
３ 再評価の実施後さらに５年を経過した事業 

 

 

 

 

 
国 
土 
交 
通 
省 

 

 

 
管を 
理除 
にく 
係全 
るて 
事の 
業事 
等業 

 
１ 事業採択後５年を経過した後も未着工と判断される事業 
２ 事業採択後５年を経過した後も継続中と判断される事業 
３ 事業採択後５年を経過している継続中の事業であって、進捗

状況、社会情勢等から再評価が必要であると判断される事業 
４ 事業採択前の計画段階で５年を経過すると判断される事業 
５ 再評価の実施後さらに５年を経過した事業 

 

 
経 
済 
 

産 
業 
省 

 

 
工水 

  業道 
  用事 

 業 
 
 

 
１ 事業採択後５年を経過した後も未着工の事業 
２ 事業評価を実施後５年以上連続して補助金を交付している 

事業 
３ 事業計画の大幅な変更や事業継続に対する疑念等が生じた 

事業 
４ 事業採択後 10 年を経過しても、事業効果が発現されない事業 
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鳥取県公共事業評価委員会運営規程  
 

（目的）  

第１条 鳥取県公共事業評価委員会条例第 10 条の規定により、この委員会の運営につい 

て次のとおり定める。  

 

（委員会の開催）  

第２条 委員会の招集は、原則として開会の日の少なくとも７日前までに、会議の日時、 

場所及び審議事項等を記載した書面により通知しなければならない。  

 

（委員の代理出席）  

第３条 委員は、会議の出席について、他の者を持って代理人とすることができない。  

 

（議事録）  

第４条 会議の開催日時、出席者及び会議の概要は、議事録に記録するものとする。  

２ 前項の会議録には、議長及び議長の指名する２名の委員が署名押印しなければなら

ない。  

 

（会議の公開）  

第５条 会議は、原則公開とする。ただし、会長が必要と認める場合は非公開とするこ

とができる。  

 

（会議資料の公表）  

第６条 会議で用いた資料及び審議経過並びに審議内容は、原則として、公表するもの

とする。  

 

（その他）  

第７条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に

定める。  

 

   附 則  

（施行期日）  

 この要綱は、平成 18 年８月４日から施行する。  
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